
●申請できる方 

・運転免許の取り消し手続き（免許の自主返納）を 

終えてから 5 年以内の方 

・免許が失効した日から５年以内の方 

（※平成２８年３月以前に失効した方は申請できません。） 

●申請場所 

・県内の警察署（※駐在所・交番では受付をしていません。） 

・福岡、北九州、筑豊、筑後の運転免許試験場 

（※ゴールド免許センターでは受付をしていません。） 

・福岡県警察本部 運転免許管理課 

※申請する場所によって交付までの期間が違います。 

警察署、警察本部 ・・・ ２～３週間 

運転免許試験場  ・・・ 即日交付 

・郵送希望の方は、郵便切手 414 円を貼った返信用封筒が必要です。  

●必要書類など 

・運転免許の取消通知書、または失効した運転免許証 

・本人確認の書類（住民票の写し、または住所・氏名・生年月日

が分かるもの） 

・申請用写真１枚（運転免許試験場で申請する場合は不要） 

 （縦 3.0cm・横 2.4ｃｍ、申請の６ヶ月以内に撮影したもの） 

・手数料 1,１00 円 

見 本 

 

実物は運転免許証サイズです。 

受付時間：月～金曜日 ９時～１６時 

（土、日、休日、年末年始は受付していません。） 

 

運転経歴証明書に関する問合せ先 

小郡警察署 0942-73-0110 

筑後自動車運転

免許試験場 
0942-53-5208 

運転経歴証明書とは、運転免許の自主返納などによって、

全ての運転免許を失効した方が申請できる証明書です。 

 

運転経歴証明書ってご存知ですか？ 

【特典１】 

運転免許証に代わって、金融機関などで本人確認書類として使用できます。 

※身分証明書としての取り扱い可否は、提示先の判断によります。 

【特典２】 

運転経歴証明書の提示により、市内タクシー会社３社で 

タクシー料金の１０％割引サービスを受けることができます。 

＜市内タクシー会社＞ 

・久留米西鉄タクシー小郡営業所 ・下田タクシー ・小郡ニュータウンタクシー 

※その他のタクシー会社でも、割引サービスを受けられる場合がありますので、 

ご利用の際は、タクシー会社へ直接お問い合わせください。 

 

※ご不明な点はお尋ねください。 

 小郡市 防災安全課 消防･安全係 

☎0942-72-2111（内線 243） 


